
～受注者の皆様へ～ 

 

令和 5 年（2023 年）４月以降、提出様式・提出方法について一部変更となっており

ます。 

• 施工体制台帳の取扱いを変更しました。 

• 現場代理人等指定通知書の様式を変更しました。 

• 現場代理人等変更通知書の様式を新たに定めました。 

• 下請負人選定通知書の様式を廃止し、施工体制台帳の写しに下請契約の書面を

添付することとしました。 

• 労務者配置予定表の提出を不要としました。 

 

【様式集】 

様式集（建設部建設管理課） 

【工事完成後速やかに提出するもの】 

 
赤枠内の様式については、これまで書面により提出でしたが、web サイトからの提出

となりました。 

【工事完成書類提出 web サイト】 

建設管理部発注工事 工事完成書類提出サイト - 建設部建設政策局建設管理課 

 

※書面により提出された場合、発注者より web サイトでのご提出についてご連絡 

しますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/youshikisyu.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/187057.html

